
議案第５９号 
 
 
 

令和２年度中央市一般会計補正予算（第５号） 

 
 
 令和２年度中央市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 
 
 
（歳入歳出予算の補正） 

 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４３，５８６千円を追加し、歳入歳出予 
 
算の総額を歳入歳出それぞれ１７，４２０，８７４千円とする。 

 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
（繰越明許費の補正） 

 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 
（地方債の補正） 

 

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表 地方債補正」による。 











第２表 繰越明許費補正 
 

追 加 

 
 

第３表 地方債補正 

 
１ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

公 共 事 業 等 債 58,400 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

75,800 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

地方道路等整備

事 業 債 
180,600 145,800 

合併特例事業債 729,600 787,500 

臨時財政対策債 360,000 396,400 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費 都市公園建設事業 756,874 

１０ 教 育 費 ４ 社 会 教 育 費 埋蔵文化財発掘調査事業 4,503 

  ５ 保 健 体 育 費 体育施設整備事業 203,005 

合         計 964,382 



 

２ 廃 止 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

防災・減災・国

土強靭化緊急対

策 事 業 債 
108,500 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

－ － － － 

 





議案第６０号 
 
 
 

令和２年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和２年度中央市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，８５５千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ２,２１７,０７０千円とする。 

 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第６１号 

 

令和２年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和２年度中央市公共下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度中央市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

第１款 公共下水道事業収益  ８０６，５８８千円  ５，８４５千円  ８１２，４３３千円 

  第２項 営業外収益      ５２５，１３７千円    ５，８４５千円   ５３０，９８２千円 

 

支   出 

            （科  目）     （既決予定額）      （補正予定額）        （計） 

 第１款 公共下水道事業費用  ８０６，５８８千円  ５，８４５千円  ８１２，４３３千円 

  第１項 営業費用      ６５６，８２６千円    １，１２１千円   ６５７，９４７千円 

  第２項 営業外費用      １３３，４１６千円   ４，７２４千円   １３８，１４０千円 

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額９０，６１２千円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３０，７７３千円、引継金５９，８３９千円

で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）      （計） 

第１款 資本的収入      ７８６，７５０千円  △４，４１６千円  ７８２，３３４千円 

  第２項 補 助 金    ３３６，８５０千円  △４，４１６千円  ３３２，４３４千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）      （計） 

第１款 資本的支出     ８８１，９１６千円  △８，９７０千円  ８７２，９４６千円 

  第１項 建設改良費    ３５８，５２９千円     ３００千円  ３５８，８２９千円 

  第２項 企業債償還金   ５２２，３８７千円  △９，２７０千円  ５１３，１１７千円 

 

 

 



 

 

（特例的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条の２中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ３０，３３５千円及び４，９６２

千円である。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ３４，５３３千円及び４，３１３千円で

ある。」に改める。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第５条 予算第８条第１項第１号中「２３，０９１千円」を「２５，４９９千円」に改める。 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第６条 予算第９条中「４２５，１３４千円」を「４２４，２８２千円」に改める。 



議案第６２号 

 

令和２年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第１号） 

 

 （総 則） 

第１条 令和２年度中央市農業集落排水事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和２年度中央市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）      （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

第１款 農業集落排水事業収益 ２６０，７６１千円  △４，０６２千円  ２５６，６９９千円 

   第２項 営業外収益      ２１８，５２０千円   △４，０６２千円  ２１４，４５８千円 

 

支   出 

            （科  目）     （既決予定額）      （補正予定額）       （計） 

 第１款 農業集落排水事業費用 ２６０，７６１千円  △４，０６２千円  ２５６，６９９千円 

  第１項 営業費用      ２３０，９６６千円   △３，４２２千円  ２２７，５４４千円 

  第２項 営業外費用       ２６，２０４千円     △３４０千円   ２５，８６４千円 

第３項 特別損失         ２，５９１千円    △３００千円    ２，２９１千円 

 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３３，１１０千円

は、引継金３３，１１０千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。 

 

収   入 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的収入      １０４，０５８千円  △３，９７３千円  １００，０８５千円 

  第２項 補 助 金     ５５，０３８千円  △３，９７３千円   ５１，０６５千円 

 

支   出 

（科  目）     （既決予定額）     （補正予定額）     （計） 

第１款 資本的支出     １３５，６１５千円  △２，４２０千円  １３３，１９５千円 

  第２項 企業債償還金   １３２，６１５千円  △２，４２０千円  １３０，１９５千円 

 

 

 



 

 

（特例的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条の２中「未収金及び未払金の金額は、それぞれ４，４０６千円及び４０５千円で

ある。」を「未収金及び未払金の金額は、それぞれ３，２３８千円及び１５千円である。」に改め

る。 

 

 （議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正） 

第５条 予算第８条第１項第１号中「６，８３８千円」を「９，１４５千円」に改める。 

 

 （他会計からの補助金の補正） 

第６条 予算第９条中「１５５，５１０千円」を「１４９，４６５千円」に改める。 


